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「店頭外国為替証拠金取引 契約約款」の一部改正について 

                                       下 線 部 変 更 

（2020年７月27日） 

現 行 変 更 後 

店頭外国為替証拠金取引 契約約款 

 

（ＦＸ24，シストレ24、トライオートＦＸ） 

 

 

本約款は、お客様とインヴァスト証券株式会社（以下

「当社」という）との間で行う店頭外国為替証拠金取

引「シストレ24」「トライオートFX」「FX24」（以下「本

取引」という）に係る権利義務関係について定めたも

のです。 

 

第１条（約 諾） 

お客様は、当社のホームページ上で提供される勧誘方

針、個人情報の利用目的、個人情報保護宣言（プライ

バシー・ポリシー）、取引報告書等の電子交付に関する

同意書、店頭デリバディブ取引に係るご注意、申込み

サービスの各取引説明書（以下「説明書」という）、本

約款、反社会的勢力でないことの確約書および確認書、

シストレ24の申し込みに際しては、上記書面に加えて

投資顧問契約書および投資助言に係る契約締結前の書

面を熟読し、かつ、十分に理解したうえで、お客様自

身の責任と判断で取引を行うことに同意し、当社に対

し本取引の開始を申込むものとします。 

 

省 略 

 

第２条～第11条    省 略 

 

第12条（為替レート） 

省 略 

３．マーケットの流動性が著しく低下する場合および

当社におけるカバー方式などにより、当社レート履歴

に記載のない不利なレートで約定することがあること

を、お客様はあらかじめ了承するものとします。(トラ

イオートFX・FX24のみ) 

 

第13条（当社による決済） 

省 略 

（１）説明書記載の証拠金不足やロスカット等に該当

した場合。 

 

以下、省 略 

 

 

 

 

2020年４月１日 

 

店頭外国為替証拠金取引 契約約款 

 

（ＦＸ24，シストレ24、トライオートＦＸ、マイメイ

ト） 

 

本約款は、お客様とインヴァスト証券株式会社（以下

「当社」という）との間で行う店頭外国為替証拠金取

引「シストレ24」「トライオートFX」「FX24」「マイメイ

ト」（以下「本取引」という）に係る権利義務関係につ

いて定めたものです。 

 

第１条（約 諾） 

お客様は、当社のホームページ上で提供される勧誘方

針、個人情報の利用目的、個人情報保護宣言（プライ

バシー・ポリシー）、取引報告書等の電子交付に関する

同意書、店頭デリバディブ取引に係るご注意、申込み

サービスの各取引説明書（以下「説明書」という）、本

約款、反社会的勢力でないことの確約書および確認書、

シストレ24およびマイメイトの申し込みに際しては、

上記書面に加えて投資顧問契約書および投資助言に係

る契約締結前の書面を熟読し、かつ、十分に理解した

うえで、お客様自身の責任と判断で取引を行うことに

同意し、当社に対し本取引の開始を申込むものとしま

す。 

現行通り 

 

第２条～第11条   現行通り 

 

第12条（為替レート） 

現行通り 

３．マーケットの流動性が著しく低下する場合および

当社におけるカバー方式などにより、当社レート履歴

に記載のない不利なレートで約定することがあること

を、お客様はあらかじめ了承するものとします。(トラ

イオートFX・FX24・マイメイトのみ) 

 

第13条（当社による決済） 

現行通り 

（１）説明書記載のロスカット等に該当した場合。 

 

 

以下、現行通り 

 

 

 

 

2020年７月27日 

 


